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1 「南海トラフ巨⼤地震」対策の加速

【現状】
本県における「南海トラフ巨大地震」対策の

進捗状況を評価
【課題】

県及び県内市町村の取組は、
まだまだ進んでいない

※詳細は別紙参照→

南海トラフ巨⼤地震は明⽇起こるかもしれない

１

【あるべき姿】
①防衛省における「防衛計画」、「防衛装備配置・運用等」と

同様の意識が必要

②防災庁が主導し、全国自治体の防災対策「何ができていないのか」

進捗状況をチェック・把握
米国には、「国防省、DHS（国家安全保障省）及びFEMA（連邦緊急事態管理庁）」が存在

③国・地方・民間が連携し、徹底した事前防災と必要な財源措置



２ 緊急防災・減災事業債
【現状】
令和７年度までの時限措置

【課題】
○まだまだ、やるべき防災対策が山積

衛星通信システム(スターリンク) 高所カメラ 災害用ドローン

非対象事業の事例

○対象事業が限定されている

・「緊急防災・減災事業債」の 恒久化

対象事業の拡充

≪令和４年度活用実績≫
・高知県 ８,３２３百万円

・徳島県 ２,７４５百万円

「緊急防災・減災事業債」の延⻑に留まらず

２

自治体によって取組にバラツキ

【あるべき姿】
・「防災装備品」として配備



３ 国交付⾦・補助制度との整合性

例：避難所となる小中学校の空調整備

【学校施設環境改善交付金】（文部科学省）

25％

【緊急防災・減災事業債】（総務省） 市町村実質負担 30％

交付税措置 市町村実質負担

【防災・減災・国⼟強靱化
緊急対策事業債】
充当率：100％
交付税措置：50％

【交付⾦】
事業費の1/2

嵩上げ1/2はR7年度まで
（通常1/3上限）

※嵩上げには要件(断熱性)あり

【あるべき姿】

・地方にとって、使い勝手の良い「一元的な支援制度」に

縦割りの「国交付⾦・補助制度」の⾒直し

３



４ ⾼台移転の推進
高台移転 →

⾼台移転への理解が浸透していない

事前復興の切り札

被災後の高台移転 県立海部病院：事前の高台移転

【あるべき姿】
・「防災集団移転促進事業」を活用促進できるよう、補助要件の緩和

・民間の病院や福祉施設が、単独で移転できる「新たな支援制度」の創設
４

○「大切な命」を守るとともに、
「復興の遅れ」による地域の衰退・消滅を回避

全国的に事前の防災集団移転促進事業の活用はほとんどない

○病院、警察、役場等公的施設の高台移転は進むが、住民の事前防災
としての高台移転には、その受皿となる場所や住宅整備への支援が重要



５ 避難所ＱＯＬの向上
ＴＫＢの確保 ～台湾（ツーチー）のベストプラクティスから学ぶ～

T トイレカー Ｋ キッチンカー

Ｂ 簡易ベッド、テント、パーテション

【あるべき姿】
・国主導による防災体制

⇒「防衛装備品」同様、「防災装備品」の全国配備と運用計画の策定

・宗教法人（寺社仏閣等）の活用・連携強化

国と地方の一貫した防災体制

【台湾の消防行政組織】

国 行政院内政部に
消防署を設置

２２の直轄市・県等
（都道府県に相当）

３６８の郷（鎮・市）
（市町村に相当）台湾（ツーチー）の避難所資機材

「災害関連死ゼロ」の実現

５

台湾（ツーチー）は発災後３時間でＴＫＢを実現


